
沖縄における民生委員の定数割れが示す

民生委員制度の問題点

水野良也

１．はじめに

地域福祉の時代である。近年の福祉援助は、施設内や相談機関の中だけ

で終結せず、地域で展開される割合が多くなっており、また福祉の専門ワー

カーだけが単独でクライエントと関わるのではなく、複数の援助者による

ネットワーク活動がクライエントを支えるといったケースが注目され、そ

の数を増している。そのことは、「地域の世話役」と言われる民生委員'）

への活躍の期待が今後一層大きくなることを物語っている。事実、民生委

員が事例の中に登場する機会も増えているように思われる。

しかし沖縄県においては民生委員が不足していることがしばしば報道さ

れている2)。関係者の間からも民生委員活動についての悩みの声があがっ

ている。

民生委員が不足していることは、地域福祉重視の時代傾向の中でどのよ

うな問題を孕んでいるのか。それは沖縄にのみ問題となることなのだろう

か。これらのテーマは、民生委員制度全体の特徴と絡めて検討する時に、

制度自体の問題点を掘り起こす鍵にもなりうるのではないだろうか。

かかる問題意識を持って、本論文で扱う課題を次の通りとしたい。まず

第一に沖縄県において民生委員の定数が不充足である事実の分析。さらに

それが社会福祉援助の観点からいかなる意味を有するのかを明らかにする。

そして定数不足を通して浮き上がる民生委員制度全般の問題点の検討を試

みる。
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表１民生委員・児童委員の設置状況（平成４年１２月１日一斉改選時）

資料：全国民生書目児宜委日燦巫角田ぺ
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２．沖縄県の民生委員の定数不足とは何か

(1)沖縄県の現行定数充足状況

まず表ｌの民生委員の設置状況の改選率を参照すると、沖縄県がいかに

定数が不足しているかが一目瞭然である。平成４年12月１日（前回一斉改

選時）段階において、1,732人いるべきはずの県の民生委員定数が、実際

に委嘱され決定している者は1,586人しかおらず、その割合が91.6％･全

国平均が99.6％であるから、比較すると８％も少ない。政令都市を除く都

道府県との比較でみるならば、二番目に低い千葉県が99.4％なので、９１．６

％の沖縄県がいかに群を抜いて低かったかがわかる。実数でみた場合でも、

不足している民生委員の全国数が760人で、その中の沖縄県の不足分が146

人もあり、約20％を占めている。これが沖縄の民生委員の定数が不足して

いるということの実態である3)。

次に沖縄における民生委員定数の不充足の事実を、県内の市町村別にみ

た場合に、表２が示す通り、その多くは那覇市に集中している。県全体で

不足している民生委員の146人のうち、那覇市が104人であるから、那覇市

だけで全体の71.2％を占めることになる。那覇市の充足率の低さが際立っ

ている。

さらに那覇市内を地区別にみた場合に、若干の特徴を指摘することが出

来る。那覇市は歴史的経緯‘)から、行政管区を「本庁」「真和志」「首里」

「小禄」の４つの区域（町字）に分けている。そこで各地区ごとの民生委

員の充足状況を、前回改選時直後の平成５年４月１日現在の民生委員児童

委員名簿（那覇市民生委員児童委員協議会）にて調べると、それらはけっ

して均一ではない。首里地区が90.9％と比較的充足されているのに対して、

他の本庁、真和志、小禄の３地区は、それぞれ76.7％、78.9％、７４％とい

う具合に低くなっている。

以上のように、全国の民生委員定数の充足率を下げていること（前回の

一斉改選時の平成４年12月１日現在で99.6％）の多くの責任は沖縄にあり、

その中でも那覇市に欠員が集中しており、更に細かくみるならば市内の欠

員地区にも偏りが見られることがわかる。沖縄県、とりわけ那覇市の抜本

的な改善策がもとめられる。
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表２民生委員委嘱状況（市町村別） Ｈ４．１２．１

資料：沖鹿県画ぺ
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(2)一般基準からみた現行定数

民生委員の定数が不足していることに、実は、もう一つ吟味すべき点が

含まれている。それは定数とは何かという点である。

民生委員の定数は、民生委員法第４条において定められているs)。その

基準は1972年に改訂されたものが適用されており、次の通りである。

●一般基準①東京都区部及び指定都市においては270世帯ごとに1

人

②人口10万人以上の市においては200世帯ごとに１人

③人口10万人未満の市においては170世帯ごとに１人

④町村においては120世帯ごとに１人

●特別基準地理的条件、社会的経済的条件等の特殊事情がある場合

は、特別基準を申請することができます。

つまり定数とは、一般基準を目安に、地域の特殊事情を加味されて決定

される訳である。

それでは、沖縄県の場合についてみてみると、平成４年度における沖縄

県の民生委員基準定数を計算したものが表３である。表の「基準定数」が

一般基準を適用して算出された数であり、県全体で2,283人となる。とこ

ろが実際に決定されているのが新定数の1,732人である。これは先にも触

れたとおり、上記の特別基準を加味して県側の要望を厚生省と協議した結

果決定されている形を採っているのであり、法令（第４条）上は何ら問題

はないことになるのであるが、一般基準からみると現行定数は実に551人

も少なく、比率にすれば、表の通り75.9％に過ぎない。

一般基準と現行定数に関する他県のデータについては、厚生省もその内

容を公開しないので他県との比較を基に沖縄県の状況を検討することはで

きないのであるが6)、仮に沖縄県が現行定数を満たしたとしても、それは

一般基単からみれば随分と低い数字（75.9％）であることについては否定

しえない。したがってもしも現行定数上で充足率が100％にあがった場合
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表３市町村別民生委員児童委員定数配置表
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資料：沖興県醐べ
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NＣ 市町村名
華蝋定敗｜現行定敏
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⑫知念材 1２ 1１ ０ 1１ 9１ ７

網大里村’２１ 2１ ３ 2４ 114 ３

“仲里村１１４ 1０ ０ 1０ 7１ ４

輯，具志川村Ｉ１１１９ ０ ９ 8１ ８

4６渡嘉敷村，２’２ ０ ２ 100 ０

4７座間味村２．２ 0 ２ 100 ０

4８渡名喜村２２ ０ ２ 100 ０

4９粟国村３３ ０ ３ 100 ０

5０南大東村」 ４４ ０ ４ 100 ０

5１北大東村１１１２ ０ ２ 1８ ２

5２上野村’７６ １ ７ 100 ０

5３多良間村’３３ ０ ３ 100 ０

計２２８３1,701 3１ １，７３２ 7５ ９
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でも、それをもって果して適正配遭になりえたか否かは別の論議をまたな

ければならないことになる。

民生委員一人あたりの受持ち世帯数は、配置されている民生委員定数に

よって増減する。全国民生委員児定委員連合会〔1994年、111頁〕の報告

によれば、市レベル（市民協）での－人あたりの受け持ち世帯数は沖縄県

10市の場合にその平均が270.8世帯である。全国平均は237.6世帯。東京の

578.5世帯は別格として、全国で８番目に－人当たりの世帯数が多い。な

お那覇市は283世帯である。先述した通り、人口10万人以上の市では200世

帯ごとに民生委員一人というのが法令で示された一般基準であった。もち

ろん単純に担当世帯数のみでその負担度を測ることは難しく、人口密度な

どの地理的要因や、交通の便、さらには経済状況などさまざまな要素が勘

案される必要があるため、特別基準というものが設けられるのであろうが、

しばしば耳にする民生委員の忙しさについては、受け持ち世帯数の多さと

無関係ではあり得ない。

参考までに沖縄県内の町民協の一人当たりの受け持ち世帯数の平均が

170.5世帯（全国平均139.8世帯）、村民協の平均が158.5世帯（全国平均

102.5世帯）であり、県全体（市町村）でみた場合にはその平均が183.1世

帯となる（全国平均161.9世帯）。いずれも全国平均より高くなっている

のが現状である。

３．定数不足が抱える問題性

（１）民生委員不足地域と福祉二一F（地域的な視点から）

民生委員の定数が不足している地域に、いかなる特徴があるのかを明ら

かにすることによって、民生委員の数の不足がはらむ問題を検討したい。

地域の特徴を明らかにする指標としてはいくつか考えられるのであろう

が、ここでは民生委員が伝統的には方面委員として救貧事業に関わったこ

とから始まった歴史を持ち、生活保護受給に関する証明事務を現在もなお

その役割として有していることを鑑み、まず生活保護率から検討する。

平成４年度（1992年）の沖縄県の生活保護率は13.4％であり、全国平均
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の7.2%fからみた場合に、1.9倍である?)。さらに那覇市の保護率にいたっ

ては19.3％と上がり、2.6倍となる。生活保護率が全国的に年点減少傾向

にあり、民生委員活動の中で生活保護関係の比重が下がってきているのは

周知の通りであるものの、那覇市の保護率が高くなりがちだということは、

民生委員にとって証明事務量などが増え、様念な福祉サービスを紹介した

りする度合いも高いということである。ところがその那覇市において民生

委員に欠員があるという事実は、民生委員の充足状況が民生委員全体の負

担量や福祉ニードを配慮して整備されてはいないとみることができる。

この判断は那覇市を地区単位別にみた時に裏打ちされる（表４参照）。

民生委員充足率の高い首里地区は、保護率が11.50％に過ぎないのに対し

て、逆に充足率の低い本庁、真和志地区は、それぞれ20.23％、20.68966と

いう具合に保護率が高くなっている8)。このように生活保護率からのみ判

断すれば、民生委員のより必要な地域に、民生委員が不足している事実が

浮かび上がるといっても過言ではないだろう。民生委員一人あたりに生活

保護の担当世帯数がどれくらいあるのかといった詳細な分析も加えながら、

民生委員の必要度を考慮した充足強化が求められる。

表４那覇市管内（地区単位）別被保識者の状況

資料：「福祉概要平成５年度版」那覇市福祉部８１頁

さて次は、地域がどの程度組織化されているのかといういわゆる地域の

つながりを判断する指標として自治会加入率を検討する。

-228-

町字名 人口
被保護世帯

世帯 人員
保護率

本庁87,109 11035 1,762 20.23

真和志 ’111,3021,30712,302 20.68

小禄 47,496 377 816 17.18

首里 5９，２３９ 323 681 1１．５０

その他0 160１６１

計 305,146,3,20215,722 18.75
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那覇市では、「那覇市政末端連絡事務委託規則」（1964年施行）により、

市政末端連絡事務を自治会長に委託し、その行政事務について明確にして

いる,)。自治会加入率が低いということは、様台な行政関連情報も伝わり

づらく、また福祉に関した地域の協力を得る場合、あるいは地域の見守り

活動を展開していく上においても、色だと不都合を生ずる。

ところが自治会の整備状況は那覇市において未組織地域がかなりあり、

その加入率は同じ程度の人口を有する他市との比較において極めて低いと

言わざるをえない（表５参照）。この背景には、沖縄戦、米軍占領下、あ

るいは現在の米軍基地使用などの歴史的経緯があると説明されるが、県内

他市との比較においてもなお低く、那覇市の大きな課題と考えられる１０)。

表５県内３市および那覇市と同じ規模の人口を有する他県他市の自治会加入状況

凧'二L雨;「鵠,急｡豐鰈藍噸等漂嘉：'93年８月１日

'92年７月１日

,92年６月30日

'92年６月30日

'92年６月30日

'92年６月30日

'94年６月１日

'93年10月31日

38.081.

109.18k．

290.1ｋ．

286.`11㎡

191.03㎡

147.391.

48.901㎡

18.921㎡

％
一
％
％
％
％
％
一
％
％

５
－
３
９
０
５
９
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１
８
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。
●
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●
⑪
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●
Ｏ
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泥
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塊
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301,679人

30Ｍ46人

337,792人

280,829人

330034人

286,756人

112,463人

91,406人

帯
一
帯
帯
帯
帯
帯
一
帯
帯

“
一
蠅
挫
地
鍵
盤
一
鍵
錘

叫
一
⑩
岻
皿
、
弘
一
鋼
虹

１
．
１
１
１
１

川越市

豊田市

宮崎市

高松市

前橋市

沖縄市

浦添市

寅料：那朋市市民活動課、沖縄市総務課、而添市市民生活課より聞き取り。

（川崎市・豊田市・宮崎市・高松市・前楢市については那覇市閣ぺ）

では自治会の加入率を、那覇市の行政区単位別でみた時にはどのような

傾向があるだろう（表６参照）。

表６那覇市管区・自治会数.加入世帯の状況（平成５年８月１日現在）

○那覇市、1993年、『那覇市自治会事業概要』

－２２９－

住民登録世帯数 自治会加入世帯数 自治会数 平均加入世帯数 加入率

行
政
区

本庁

其和志

首里

小禄

計

3２，２７８

3７ 976

1８ 361

1５ 863

104 478

6,795

1２ 439

９ 287

５ 404

3３ 925

3５

3８

3４

2０

1２７

194

327

273

270

267

21.1％

3２ ８

5０ ６

3４ １

3２ ５
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まず本庁地区は自治会の加入率は21.1％と低く、首里地区は50.6％と高

くなっている。地域のつながりに関するこの地域差は、那覇市社会福祉協

議会が行った「社会福祉に関する市民意識調査報告書」を参考にしても、

表７のようにほぼ同様に確認できる。すなわち「地域での共同作業や行事

によく参加されますか」の問いに本庁や真和志地区が低く、首里が高い数

値となっている。

表７行政区別の地域での共同作業意識
（｢地域での共同作業や行事によく参加されますか｣）

資料：那覇市社会福祉協議会「社会福祉に関する市民意職鯛杢報告画」
平成３年３月273頁

地域のつながりが薄い地区においては民生委員の負担も重く、逆につな

がりのある地区においては民生委員は活動しやすいのが普通である。した

がって那覇市において民生委員の定数を真先に満たす必要がある地区は本

庁地区であると言えそうなのだが、実態はむしろ逆になっている。また民

生委員の使命をその根本から問えば、地域の福祉を推進する傍ら、その基

盤としての地域組織化活動に携わる役割を担っている､)。その点からも本

庁地区や首里を除く他の２地区についても民生委員の配置状況をもっと整

えるべきであろう。

さて表８では、これまでみてきた数値を整理して、那覇市の行政４地区

別にみた生活保護受給率、自治会加入率、－人当たり担当世帯数、民生委

員充足率としてまとめている。
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|よく参加する 時ん参ｶﾛする｜鐙り鋤qlﾉ1.1 全く#i伽しない 無回答 合計

本庁管内
6５

7.8％
’992261325

239％’272％39.1％

1６

1.9％

831

100.0％

真和志支所管内
115

12.5％

231

25.1％

238

25.9％

314

34.1％

2２

2.4％

920

100.0％

首里支jﾗﾃ管内
107１５９ 138

21.0％’３Ｌ2％27.1％

9７

19.0％

９

18％

510

100.0％

小禄支所管内 |Ｍ』：
1２６

30.7％

9８

23.9％

122

29.8％

３

07％

410

100.0％

合計
348 715

13.6％26.8％

700

26.2％

858

32.1％

5０

1.9％

2,671

100.0％
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表８那覇市の行政４地区別にみた生活保護受給率、自治会加入率、
一人当たり担当世帯数、民生委員充足率、の割合

生活保瞳受給率

20.23％

20.68％

11.50％

17.18％

自治会加入率

２１．１％

３２．８％

５０．６％

３４．１％

－人当たり担当Ｉ型lHIh

２６０．８世帯

309.5世帯

２６７世帯

３０３世帯

民生委員充足率

７６．７％

７８．９％

９０．９％

７４％

本庁地区

其和志地区

首里地区

小禄地区

資料 ｢福祉概要平成５年版」（那覇市福祉部）
｢平成５年度自治会本桑概要」（那覇市）
｢民協定数と世帯数に関する資料」（那覇市社会温和卜箆璽会）1993年
｢那覇市民生委員児遮委貝名卸平成５年４月１日現在」（那覇市民生委貝児童
委員鰹璽会）

地域差における民生委員の必要度を配慮するなら、生活保護受給率が上

がれば民生委員の負担が重くなることが普通であるから、－人当たり担当

世帯数が少なくなるべきだし、充足状況は高くなるべきである。また自治

会加入率が低い地域も同様で、－人当たり担当世帯数は少なくなるのが望

ましいし、充足率は高くなっていなければならない。

ところが先にも指摘したとおり、表からみる限りはその実態があるべき

姿と相反している。福祉サービスの必要度が高く、かつまた住民生活の相

互の関わりも薄い地域には、それに輪をかけるように民生委員も手薄であ

るという状況にある。福祉を必要とする人達が多く住む地域において、近

隣住民間のつながりも希薄で、福祉サービスへのアクセス経路の一つとし

ての民生委員も不足がちであるとするならば、それは地域福祉において最

も大きな課題である「福祉二一Fの潜在化」の懸念を拭えないということ

になる。

以上の通り、那覇市の民生委員に限って述べるならば、民生委員が必要

な地域には逆に民生委員が不足がちであるという事実を指摘することがで

き、民生委員制度の一つの問題点として改善に向け大いに検討される必要

があるだろう。

(2)現在の福祉動向と民生委員への期待（時代傾向の視点から）

民生委員の活動内容の詳細については、ここで紹介して論ずるだけの紙

幅がなく、また本論のテーマからも逸れるので割愛するが、今日の福祉動

向の変化の中で、民生委員の活躍への期待は、高まりこそすれ低くなるこ
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とはないように思える。

制度創設70周年を期して1987年に全国社会福祉協議会および全国民生委

員児童委員協議会（以下「全民児協」と略す）が著した活動強化方策

（「２１世紀に向けての民生委員児童委員活動」）の中では、地域福祉重視、

在宅福祉推進の動向を踏まえて、民生委員活動に新たな機能を付加したり、

重点活動を見直している'21.

1989年には「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」が策

定され、在宅福祉の拡充が図られているのは大方の知るところとなってお

り、また老人保健福祉計画の実施に向け、ゴールドプランの見直しも始ま

り、地域福祉の流れに一層の拍車がかかっている。

1992年、東京都民生委員連合会が都内の福祉の関係者787人に対して行っ

た調査'3)によると、民生委員の活動に関する次のような現状と期待が伺え

る。

まず民生委員からの様々な連絡を関係機関職員はどの程度受けたことが

あるのかについての調査である（図１）。

図１福祉関係機関職員が受けた民生委員からの連絡の有無

しばしば受けたときどき受けためったに受けた受けたことは

民生委且・民生秀負傷鼠会の月flyの係

生活係屋を主として担当しているワーカー

生活保図以外を主として担当しているワーカー

児童檀社司

IRI図B7lR健陶・市日､目|の保健園

社会福祉圃凰会の職且

その他

０５０１００（％）

資料：東京都民生委員連合会「民生委員・児童委員の活動に関する鯛査Ⅱ報告密一関
係樋関職貝対鎮一」1993年３ｍ目〔
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これは地域福祉を推進していく際の民生委員の位置づけに関連する質問

と言えるであろうが、福祉関係機関全体としては、「しばしば受けた（17.

7％）」と「ときどき受けた（55.1％）」を合わせて約73％が民生委員か

ら連絡を受けている。児童福祉司や保健婦の中で若干疎遠な関係にある傾

向がみられるものの、民生委員と関係機関との日頃からの連絡体制がほぼ

行き届いていると見て良いだろう。

しかし重要なのは、こうした民生委員からの連絡について関係機関職員

がどのように受け止めているかであり、それによって民生委員の存在意義

を評価できるはずであるが、その結果は図２の通りである。

図２福祉関係機関職員が民生委員から受けた情報の内容（３つまで）
（Z）

、

皿
田
刀
田
田
⑩
ｍ
ｍ
ｐ
０

’４
49.6

当’’２．８櫟,塑一錘

辮蕊
資料：東京都民生委員連合会「民生委員・児童委員の活動に関する鯛遼Ⅱ

－関係機関職員対象一」1993年３１頁
報告密

どんな連絡を受けている力､の質問で、最も連絡内容の多いものが「これ

までにかかわったことのない新しい要援護児・者の情報」で65.4％。この

高い比率をみると、民生委員によって、地域の潜在化ニードの発掘がなさ

れている事情を読み取れる。次に多かった答えが「緊急あるいは突発的な

ことに関する情報だった」というもので、56.4％ある。地域に根ざした民
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生委員であるからこそ可能となる二一Fへの対応と言えよう。在宅福祉を

進めていく上で懸念される－つに、緊急時や突発的な状況の把握が挙げら

れ、その対処が問題となるが、民生委員がその点での欠かすことのできな

い情報源であることが確認できる。

同じ調査で、「関係機関職員が今後の民生委員活動にどんなことを期待

しているか」の問いには、「関係機関や団体とのネットワークの一因とし

て行うべき」との積極的活動を期待している者が787人中489人と62.1％も

占めており、２位の「関係機関の協力依頼や指示の範囲で行うべき（121

人15.4％）」という消極的な役割を望む回答を大きく引き離している。

このような周囲からの民生委員の役割への期待は、今後地域福祉重視の

傾向が促進されればされるほど、上がってくるものと思われる。その期待

に対して、現在の民生委員の整備状況が対応可能であるのか否か、あるい

は民生委員の本質からその役割をどの程度担うのか、といった点について

論議が深められる必要がある。ともあれ民生委員への期待が高まっている

事実は、民生委員の整備状況に関わらず、否定できない傾向である。

そもそも民生委員に対する高い期待の背景には、古川孝順も指摘する通

り、現在の福祉の供給体制の性質がある〔1990：181-186〕・

伝統的な福祉供給体制は、利用者（クライエント）の申請と供給主体に

よる措置という行政行為を基軸にして成り立っている。この供給体制の下

では、福祉サービスを受けるために、まず自己の福祉ニーズを自覚するこ

と、サービスを受けようという動機づけを高めること、サービスの所在や

窓口や手続きなどについて一定の知識と判断能力を有すること、申請手続

きを行うために必要な移動能力を持つことなどが利用者（クライエント）

に要求されている。したがってこの前提条件ないし、いわゆるワーカピリ

ティ(workability)をもたない利用者は、サービスを受けることが極めて

難しくなる。見方を変えれば、福祉の供給機関からはニーズが存在しない

ことになる。それらの弊害を補う意味で、民生委員は行政とのパイプ役な

どと呼ばれ、媒介機能を果たしてきた。

ところが在宅福祉の推進に伴い、多様なサービスが多元的な供給機関か

-234-



琉球大学法文学部紀要地域･社会科学系篇創刊号

ら用意される現在にあって、自己の福祉ニーズに適合するサービスを利用

者が選びだす困難性はますます高くなってきた。そこで多様化・細分化・

多元化されたサービスをニーズに適合するように調整したり支援体制づく

りをする機能が、ソーシャルワークの中で大いに注目を浴び、その役割が

専門ワーカーだけでなく、是非はともかくとして民生委員にも期待される

ようになってきているのである。従来のパイプ役だけでは十分ではなく、

新たな役割が民生委員に期待されつつある所以である。事実、公的福祉と

のつながりはもちろんのこと、他分野や民間・ボランティアなどとの連携

も深め、地域のコーディネートを行う民生委員もいる程に活躍の舞台が広

がっている。

逆に民生委員活動の停滞している地域においては、在宅福祉サービスの

調整機能の低下や民間福祉活動の滞りが懸念されるだろうし、地域の福祉

ニーズが潜伏化し、一層の要援護状態に置かれる可能性も出てくるとみて

よいだろう。このように民生委員の活動水準が、その是非は別にしても、

正に地域の福祉力を左右する時代となってきている。

いわゆる福祉関係８法改正（1990年）を契機に、日本の社会福祉体制は

法的にも地域福祉を推進するものとなり、同時に大事な点は市町村主体の

地方分権化が進められていることである。このことは、各市町村の行政能

力や住民の意識によって、次第に地域ごとに福祉格差がついてくることを

意味する。このような時代状況にあって、地域の福祉を支える民生委員の

存在意義は大きくなることはあっても小さくなることはない。

以上、第１節において地域的な視点から、さらに第２節の中では時代傾

向の上から、民生委員の重要性について指摘し、民生委員不足の問題性が

いかに高いかを説いた。

４．改善に向けた基本的な諸課題

民生委員（制度）の問題や改善点については、例えば、推薦のされ方の

問題、民生委員の果たすべき役割ならびに民生委員協議会組織のあり方の

問題、活動量の問題、研修体制の実施、身分や報酬の見直しなどの諸問題
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に関して広く論じられ、いくつかの提案もなされているM)。

しかしながら本論文で扱っている定数不足について正面から論じられた

ものは、これまでほとんど見当たらない。推薦方法をめぐり適任者の選択

に関して一部触れたものはあるものの、県外においては定数に満たない事

実が実態も乏しいためか、さして問題とされていない。

だが定数不足に関する問題は沖縄が抱える独自なものといえるだろうか。

筆者は、沖縄の特徴的な問題点が必ずしも内地においてけっして解決済み

のテーマとはいえないと考える。沖縄以外にも程度の差こそあれ、類似の

問題が存在しており、沖縄は問題が定数不足ということで顕在化している

だけと考えている。そもそも適任者を得られないという問題と定数を充足

できないという問題は切り離しては扱えないし、今後県外においても問題

が表面化することもありうる。そこで本章では、定数不足を－つの切り口

として制度全般の改善点を検討する前段階としての、基本的な諸課題につ

いて論考する。

（１）推薦経路

民生委員は先述したごとく都道府県知事の推薦によって厚生大臣が委嘱

する。民生委員法第５条に則り、都道府県知事は、市町村に設置された民

生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された民生委員審査

会の意見を聞いた上で、厚生大臣に推薦することになっている。しかし民

生委員推薦会で検討される適任者の多くは、自治会を経て推薦されること

が少なくない。そこでもしも自治会がない地域において適任者を推薦しよ

うとすると大きな困難が生まれ、那覇市の定数不足について関係者が一番

の原因として指摘することも、推薦経路としての自治会加入率の低さであ

る。

ところがこの民生委員の選任手続き過程については、自治会推薦の是非

のみならず、その問題点が従来から指摘されている。

三富紀敬は民生委員の選任過程について、「幾重かの選任機関が配置さ

れていること、選任機関が所謂高額所得者層によって偏曲的に構成されて

いること、選任諸機関に独自な権限を付与することで相互牽制が採用され
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ている」といった特徴を記し、委嘱される民生委員が、経済状態、政治的

地位、社会福祉観の諸点で、地域における階級構成を反映している訳では

ない点を問題としてあげている〔1977年、101～104頁〕。

また京都府社会福祉協議会の提言でも「行政機関からの関わりが強く、

地域住民の声を反映する余地が少ない」ことが述べられている。さらに

「現在の市町村別推薦会は、形式的会合に流れ、実質的に機能していると

は思えない」と断じている〔1978年、４７頁～48頁〕。

－番ヶ瀬康子〔1967年、４８頁〕は、座談会形式の場での発言ではあるが、

民生委員の推薦について、スウェーデンの地域行政委員会などの例にならっ

て、地域の機能的な代表者（例えば医師とか教育機関従事者など）や、職

域代表者を入れることを考えるべきだと述べている。そうでないと、民生

委員が地域の顔役のみとなり、地域実態を代表した構成にならず、民主的

でないというのがその理由である。

推薦過程を問題とする意見は、推薦理由につながり、更に問題性を深め

る。東京都民生委員連合会の調査Ｉ〔1993年、１４頁〕では、民生委員に対

して民生委員へ推薦された理由と思うものを尋ねた質問があり、表９のよ

うに、自治会等の活動実績が一番高い数字を出している。福祉の実績や関

心を理由としている者は、ごくわずかである。この結果は、実際にそのよ

うな人材が少ないことも考えられるが、推薦過程を自治会基盤に依らず別

の推薦母体（たとえば地域のボランティア団体等）にも協力を求めるなど

の工夫をすることによって、その割合を多少とも変化させることは不可能

ではないだろう。福祉意識の高い民生委員を増やすためには、自治会を経

た推薦過程を見直す必要に迫られている。

このように選任過程の末端機関としての自治会の問題は適任者確保の問

題につながっている。沖縄とりわけ那覇市においては、自治会が無く民生

委員を推薦できないことが問題になるのだが、逆に自治会が整備され民生

委員の推薦状況も十分なされているようにみえるところでは、自治会中心

の推薦になることで適任者を得られないという別の次元の問題を招いてい

る状況が読み取れる。
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表９民生委員に推蔚された理由と思うもの

(％）

、寺：合叶にはl生別不明を含む

資料：東京都民生委員連合会一民生委員・児童委員の活動に関する鬮査Ｉ報告轡

一民生委且・児童委員対鎮一」1993年１４頁

さらに近年、地域変動により自治会の機能そのものについても低下して

いることが指摘されており１３１、自治会を基盤とした民生委員推薦、あるい

は民生委員推薦会の活動について全国的に検討を迫られているのではない

だろうか。

(2)名誉職

沖縄の民生委員不足が語られる際に、その原因として挙げられる二番目

が県内の名誉職意識の希薄さである。沖縄は民生委員制度の歴史が浅く、

名誉職であるという社会的理解も薄いために、なり手がいないのだという

説明がなされている。

たしかに民生委員の歴史を辿ると、方面委員制度からの80年にならんと

する歴史を持つ内地に比して、沖縄の場合は、方面委員制度が1927年（昭

和２年）に適用されたものの、第２次世界大戦後のアメリカ合衆国統治下

では民生委員制度が適用されず、その伝統が分断された経緯がある!`)。そ

れが名誉職意識を薄くさせ、民生委員の社会的理解を妨げているといわれ

る背景である。

ところで民生委員法第10条において規定されている「名誉職」とは、一

般に生活を保障するための俸給・給料などは受けない公の職のことを指し、

金銭名利にかえ難い精神的報酬があるものと解説されている〔厚生省監修
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『民生委員・児童委員必携』〕

ところがこの名誉職規定については、方面委員制度の悪しき伝統を引き

ずった問題点が、これまでも度含指摘されてきた。

例えば中垣昌美〔1975年、５０頁〕は、名誉職を「一般的に他の者からす

ぐれたものとしての評価を受けると同時に、自己に対しては光栄として受

容する一種の奉仕職である」としながら、「名誉と引換えに行政の都合の

よい奉仕的・補助的役割をになわせ、同時にまた委員の委嘱を厚生大臣を

あたらせて心理的満足を与えるとともに、論功行賞の対象として取り扱う

傾向を強く露呈化する性格を内包している」と厳しい。そして結局は、行

政の下請け的役割にとどまらせ、民生委員の自主的・積極的活動の停滞、

前近代的慈恵的姿勢の助長などを促すものとして問題視している。

渡辺武男〔1973年、１８～20頁〕は、名誉職規定と関連性の高い厚生大臣

の委嘱を民生委員制度の第一の問題点として取り上げて、「国家統制・管

理の産物であり、行政・民生委員相互の責任をあいまいにさせる要因になっ

ている」とし、制度の抜本的改善として厚生大臣の委嘱を外すことを提案

した。

そのような折り、1982年に全国知事会は民生委員制度に関する意見を

「地方における権限の移譲、関与の整理」と題する文書にてまとめ、「民

生委員定数の決定、委員の任免の権限を、国から市町村に移誠することを

趣旨とする提案」を提出した。ところが、全民児協はこれに対して、「民

生委員制度の根幹を揺るがすものであるとみなし」、反対する。その理由

は、①各市町村間の財政事情により、民生委員定数にも著しい格差を生じ

させ、また国の責任において一元的に運営されてきた福祉行政に対する民

生委員の協力活動、意見具申などの機能を阻害、②民生委員の政治的中立

性への懸念、③先達者によって築かれた民生委員制度の弱体化であった

〔民生委員制度70年史、357頁〕・

全民児協による反対理由についてはもちろん耳を傾けるべき点は含んで

いるものの、一方で、厚生大臣の委嘱による名誉職であることの弊害を吟

味するとき、委嘱問題ひいては名誉職規定を再考することも、今一度試み
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られていいのではないだろうか。と同時に、この反対の態度表明から、民

生委員がいかに名誉職規定にアイデンティティを抱いているかということ

も感じざるをえず、この問題の取扱いについて慎重を期することも忘れて

はならないだろう。

整理するならば、名誉職規定は、民生委員を引き受けることが名誉であ

るために希望する者がおり、その量的確保においては多分に役立っている

のであろうが、質的確保の面から検討するときに、あるいは民生委員活動

への影響を懸念するなら、このまま改善をしないで先の論者の指摘する問

題性を全て拭えているとは言いがたい。

それ故に沖縄をめぐる定数充足の問題は、名誉職意識を取り出して、そ

の希薄さが原因と簡単に割り切ることは賢明ではない。民生委員の充足に

腐心するあまり、無批判に名誉職意識の醸成に努めるような愚を犯しては

ならないだろう。

さらに全国的な制度改革の視点に立って付け加えるならば、名誉職規定

を補完していると思われる大臣委嘱についても、福祉の地方分権化の推進

と共に、再検討の時期にきているのではないだろうか。

結局、名誉職規定は廃止しても存続しても、最的、質的面からの課題を

残すと言わざるをえず、民生委員制度のあり方そのものが問われる問題と

して認識される。

（３）奉仕性（無報酬）

1967年に全民児協は民生委員50周年を記念して「民生委員児童委員活動

強化要綱」を発表し、その中で自らの基本的性格として、①自主性、②奉

仕性、③地域性を挙げた。この基本的性格は70周年時に確認された際にも

継承され、現在に至っている。ここでいう「奉仕性」をその説明から引用

すると「福祉問題への対処にあたって、住民とともに生きる人間としての

共感と連帯意識に支えられ、誠意をもって、しかも報酬を目的としない福

祉の向上に力をつくす姿勢」とある。

奉仕性については、民生委員法第１条にも規定されている。すなわち

「民生委員は、社会奉仕の精神をもって、保護指導のことにあたり、社会
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福祉の増進に努めるものとする」。

この奉仕性、あるいはそれと不可分の無報酬原則については、民生委員

制度の源流までさかのぼるときに、軽食に論ずることが輝られるような歴

史を有する、。また奉仕性が自主性を支え、日本の民間福祉活動の牽引的

存在という独自な立場を守る考え方も根強いかも知れない。しかしながら、

はたして現在の福祉状況にあってこの性格を残したまま、民生委員制度が

望ましい機能を果たせるのかという点については、若干の懸念が残るので

はないだろうか。以下にその問題点を挙げ論議の必要性を訴えたい。

まず第一に、奉仕活動であるからには、マンパワーとしての必要性があっ

ても、依頼側の希望だけでは委嘱をすることはできない。もし本人が不本

意であるのに引き受けざるをえないことがあるとすれば、それは犠牲でし

かない。不足地域がありながらそれをいかんともしがたい事実を改善でき

ない理由の一つに、この奉仕性があるのと思われる。

沖縄に、もしも民生委員に対する理解が低いとすれば、かかる奉仕性に

頼った委嘱は成功しづらいであろう。民生委員制度が奉仕性に支えられて

いるなら、その奉仕性が十分育っていない地域、経済状況のきびしさから

時間や労力を提供することが困難な地域、あるいは社会変動によって住民

のつながりが失われ連帯意識が希薄な所においては、－体どうすればいい

のだろうか。そういう地域にこそ必要であるとはいえ、奉仕性ばかりが強

調されるが故に、実際上なり手がいないという状況は変わらない。もしも

自発的に引き受ける者がおらず地域で「たらい回し」といった事態があっ

たり、個人の負担感や犠牲の上になりたつ制度でしかないのなら、それは

改善すべき民生委員制度の構造的欠陥と言えるのではないだろうか18)。

古川孝順ほか〔1990年、159～161頁〕の調査によれば、東京都の民生委

員に対してその継続意思を尋ねたところ、「是非続けたい」と「推薦され

れば続けたい」を合わせても43.3％に過ぎず、１０年前の調査の「続けたい」

と回答した800％に比べ大幅に減少しているという。

奉仕性の第二番目の問題点として考えられるのは、昨今の有償ボランティ

アの論議の高まりにみられるボランティア意識の変化ともいえる傾向であ
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る。

ボランティア活動に有償性を持たせることについては、利点として、ボ

ランティアに参加してもいいと考える人が増えてボランティアのすそ野が

拡がる点、またサービスを受ける側にとってもかえって利用しやすくなる

といった声があがっている。民生委員についても、有償住を導入した場合

に、同じようなことは十分考えられる。また委嘱する側にとっても、無報

酬での依頼は、頼みづらいとの関係者側の声も聞く。

ボランティア有償化の是非は別にしても、このような時代傾向の中で、

無報酬の美徳を説くことに説得力が薄くなってきつつあるように感じられ

る。

第三番目の問題点として、先にも触れたごとく、民生委員の役割が重要

になってきている今日、その活動に一定の水準が求められ結果にもある種

の責任がついてこざるを得ない。ところが無報酬あるいは奉仕性の強調は

民生委員の責任を薄めてしまいはしないだろうか。奉仕性、自発性に委ね

られた活動は、意欲が低い場合には活動の不活発さにつながる。しかし活

動が不活発であったとしても、それが目立たぬ限りは、概ね、それを理由

に解嘱されるということはほとんどない。民生委員の活動に個人差がある

ことはつとに知られているところだが、奉仕性に、その原因があると言っ

て良いのではないか。民生委員の役割を重視する時代に入りつつあるのな

ら、奉仕性が今後大きな課題にのぼってくるものと筆者は考えている。

５．結語

民生委員制度について論者によってこれまで指摘されてきた問題点は、

今のところ先に指摘したような点について言うなら大幅な改善へとつなが

らずに今日を迎えている。

方面委員から数えれば実に80年にならんとする長い伝統を持ち、様点な

諸課題を抱えた現制度の下でも、地味ながら献身的に尽力される多くの民

生委員の方々がおられることは筆者も承知しているし、真撃な姿勢と情熱

に心から敬意を表す以外にない。だが時代は変化し、福祉をめぐる状況も、
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福祉制度にも多くの改革がなされつつある今、民生委員制度についても抜

本的な改革を必要とする時が来ているのではないだろうか。

その問題性が凝縮された形で表面化しているのが沖縄の定数不足である

というのが本論の立場であった。つまり沖縄の問題を考察することは一部

地域の例外的な事項を扱うことではなく、民生委員制度の構造的な問題と

切り離せない改善点を探ることになる、と筆者は考える。構造的な問題と

いう意味は、それが、ある地域の関係者の努力だけでは解決できない普遍

的な広がりや根深さを持つということである。たとえある地域で民生委員

がうまく機能していたとしても、それは制度の構造が社会や時代の流れに

適合しているというよりは、関係者の尽力によるところが大きく、過重な

負担の上に成り立っていると思われる。

小論では、民生委員の充足状況体制が地域ニードに十分配慮されていな

い事実を取り上げ、それが時代的傾向からみた際に大きな課題となること

を指摘した。またその背景には、自治会推薦の問題、名誉職規定の扱いの

難しさ、さらに奉仕性の再検討の必要性など民生委員制度を根本から問い

なおす課題を挙げた。いずれも沖縄の定数不足を通してみたときに浮かび

上がる諸課題であり、一元的解決方策を見いだしづらい多面的な問題性の

あることがわかる。

ところで今年の初めに、民生委員制度には一つの改正がなされ、主任児

童委員制度が導入された。民生委員制度にとっての新たな変革の始まりで

あろう。しかし現場では、制度の鯵透が不十分で、主任児童委員の役割や

組織上のあり方をめぐっての混乱の声も聞かれるし、適任者を得られず欠

員状態がより深刻化している地域も少なくない。

在宅サービスにおいても地域ごとに取り組み方の違いや差が出始め、地

域が抱える事情もそれぞれ異なってくる。従来のような民生委員制度の全

国一律適用の限界が出てくるのかもしれない。もっときめの細かい制度の

調整が求められてくるのではないだろうか。

そして研究の上でも、民生委員制度を全国レベルで検討するだけでなく

それこそ正に「地域性」の観点を取り入れた幅のある分析が必要な段階に
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あるのではないか。地域に密着した分析から積み上げた結果として制度改

革が必要であるという研究の立て方が求められているように思う。

民生委員は全国にまたがっており、そのあり方も受け止められ方も多様

で、実態を掌握するのはなかなか困難であると言われる。小論で扱った内

容はその中のごく－部であり、民生委員制度改善への基本的な課題に過ぎ

ない。今後は、個台の民生委員の意識などを含めた地域に根ざした分析が

求められるであろう。また具体的な改善点の検討も必要となってくる。筆

者の研究課題としたい。

付記

資料収集やききとり調査にあたっては、下記機関の方Arに、ご多忙の中

で便宜をはかっていただいた。ご芳名の紹介は差し控えるが、記して深く

感謝する次第である。

全国社会福祉協議会民生部・沖縄県社会福祉協議会地域福祉部・那覇市

社会福祉協議会・東京都民生委員連合会・新潟県社会福祉協議会・沖縄県

生活福祉部社会福祉課・那覇市福祉部社会課

注

１）民生委員法で定める民生委員は、同時に児童福祉法第12条第３項によ

り、すべて児童委員も兼ねることになっているため、正式には「民生

委員・児童委員」と記すのが正しいが、本論では慣例にしたがって児

童委員も含めて「民生委員」と記述することにする。

２）民生委員の欠員問題については、今年に限っても、新聞紙上で例えば

次のような報道がなされている。

「不足しています地域福祉の担い手」、琉球新報（１月24日）

「慢性的な委員不足」、沖縄タイムス（５月11日）

３）沖縄県の最新の委嘱状況は、主任児童委員も含め、不足（未推薦）人

数が95人、充足率は9k19％である（平成６年８月１日現在、沖縄県調

べ）
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４）｜日那覇市は、1954年に首里市、小禄村、次いで1957年に真和志市を合

併して、現在の那覇市（人口約30万人、市面積381mr）となっている。

５）民生委員法第４条

「民生委員の定数は、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事が

前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長（特別区の区長も含

む。以下同じ）の意見を聴いて、これを定める」

６）沖縄の現行定数の多寡を判断する－つの材料として、日本国勢図会

（1992年10月１日現在）により、人口と人口密度の規模が比較的似て

いる県を挙げ、下記に参考資料として掲げておく。

民生委員現

行定数(人）

１７３２

１７７１

２４３１

人口密度(１

k㎡につき人）

５４６糞沖縄県

香川県

滋賀県

1２３８

１０２４ 546

310

７）生活保護率については、厚生省「社会福祉行政業務報告」より。なお

保護率の算出方法は、１ヵ月平均の被保護実人員を総務庁統計局発表

による平成４年10月１日現在の推計人口（総人口）で除したものであ

る。

８）那覇市福祉部「福祉概要平成５年版」

９）那覇市政末端連絡事務委託規則の委託事務事項（那覇市「平成５年度

自治会事業概要」）
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件名 内容

集団検診及び狂犬

病予防注射の伝達

結核、ＤＰＴ、小児マヒ、種痘、

法定伝染病、予防接種市民健康課

防災安全の伝達
交通安全運動の際の伝達協力市民活動課

防火運動の際の伝達協力消防本部

その他必要事務 軽易な事項の広報伝達
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10）那覇市の「自治会は、他市が市内全域にわたって町字単位に自治会が

組織されているのに対し、旧字住民で組織された自治会が存在する一

方、都心部においては戦後、市街地が形成・発展していく中で寄り合

い世帯的に組織作りがなされた」（「平成５年度那覇市自治会事業

概要」５頁）

11）岡村重夫によれば、地域組織化活動というのは、「地域福祉にとって

望ましい地域社会構造や社会関係をつくりだす活動を意味する」

（『地域福祉論』光生館1974年67頁）。

12）在宅福祉推進を課題とした民生委員活動の機能（はたらき）について

は、従来の「社会調査」「相談」「情報提供」「連絡調整」「意見具

申」の中で、その－部（「連絡調整」）を見直し、「連絡通報」と

「調整」とに分け、さらに「支援体制づくり」を加えて、次の７機能

に整理している。

①社会調査（地域におけるアンテナ役）

②相談（地域における世話役）

③情報提供（地域における告知版役）

④連絡通報（地域におけるパイプ役）

⑤調整（地域における潤滑油役）

⑥支援体制づくり（地域における支援役）

⑦意見具申（地域における代弁者役）

また重点活動では、

①個別援助活動の強化

（相談活動の強化、福祉票の総点検と活用、各種サービスの点検と

活用の強化）

②在宅援助のためのネットワークづくり

（要援護者を囲むネットワークづくりの推進、福祉・保健・医療ネッ

トワークづくりの推進）

③福祉のまちづくりへの協力

（在宅援助ボランティアの発掘、地域住民の福祉への理解と参加の
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促進）

を挙げている。

東京都民生委員連合会、1993年、「民生委員・児童委員の活動に関す

る調査Ⅱ報告書一関係機関職員対象一」

なお、調査の対象である福祉の関係者とは、東京都区市町村の行政

の民生委員協議会担当者、福祉事務所ケースワーカー、保健婦、児童

福祉司、社会福祉協議会職員である。

活動や制度の改善を主なテーマとしているものには、例えば次のよう

なものがある。

○小倉襄二、1973年、「民生委員制度とその問題点」、ジュリスト

（現代の福祉問題）、第537号

○渡辺武男、1973年、「民生委員活動への期待と現実一これから

の民生委員像を求めて」、社会福祉研究第12号

○京都府社会福祉協議会（民生・児童委員活動調査研究委員会、委員

長井岡勉）、1978年、『民生委員制度－その現状分析と提言一』

法律文化社

○中野いく子、1981年、「民生委員活動の将来」、熊本短大論文第３１

巻３号

○中野いく子、1982年、「地域社会における非専門的パワーの意義と

役割一民生委員・保護司等」、社会福祉研究第30号、

○古川孝順、1990年、「福祉ニーズ＝サービス媒介者としての民生児

童委員」、日本社会事業大学、社会事業研究所年報、Ｎｑ２６

○全国民生委員児童委員協議会・全国社会福祉協議会（地域福祉推進

と民生委員・児童委員の役割とあり方委員会、委員長大橋謙策）、

1991年、『地域福祉の推進と民生委員・児童委員活動一地域福祉

推進と民生委員・児童委員の役割とあり方委員会報告一」

○東京都民生委員連合会（東京都民生委員・児童委員活動に関する基

本問題委員会、委員長吉澤英子）、1993年、『これからの民生委員・

児童委員活動の推進にむけて－民生委員・児童委員活動に関する

13）

14）
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基本問題委員会報告一』

15）中田実〔1992年、「地域社会の変動と町内会・自治会」、都市問題、

第83巻第１号〕によると、土地高騰に伴う転居、職住分離、外国人居

住などによる住民構成の多様化、一人暮らしや高齢者のみの世帯の急

増、大型店舗進出により住民の暮らしと共にあった小商店などの排除

などの地域変動により、伝統的に自治会が担ってきた役割を果たす人

材が不足し、地域問題解決への関与の消極性が目立ち、自治会機能が

問われていることを論述している。

16）県内の民生委員（制度）の歴史については、下記を参照。

○沖縄県民生委員協議会連合会・沖縄県社会福祉協議会、1987年、

『沖縄県民協15年の歩み』

○青木行雄「民生委員制度への指針一沖縄の特殊事情を加味した制

度に－」、1970年、沖縄の福祉、第20号

○渡辺博「民生委員制度とその活動一沖縄における制度発足に向け

て－」、1970年、沖縄の福祉、第21号

17）香川亀人〔1954年、『民生委員の父林市蔵先生伝』、広島県民生委

員連盟、７５～78頁〕によれば、方面委員制度を創設した林市蔵は、無

報酬について次のように語ったとされている。

「方面委員の精神のすべての条件を取り除きましても、最後に残るの

は絶対無報酬であると思います。…中略…報酬は他に求むるものに

非して、自ら得るものである。斯業に趣味を自覚すること既に一つの

報酬である。努力の結果が予期の解決効果を告げ、衷心に言うべから

ざるの愉快を感ずるに至ること誠に大なる報酬なりと言わざるを得ぬ」

18）月刊福祉〔1967年、第50巻11号、２４頁〕の民生委員の役割をめぐる座

談会の中で、坂寄俊雄は、滋賀県、京都府、全社協で行われた民生委

員の意識調査結果をもとに次のような発言をしている。

「民生委員には、なりたくてなった、というよりも、無関心あるいは

押しつけられた形でなった人が相当あるわけですね。そういう意味で

は、批判に対して、民生委員が責任を負うべきではなくて、むしろ気
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の毒だと思っているわけです。」

この傾向は、近年の幾つかの調査結果をみても、大きく改善されてい

るようには考えられない。

参考文献

○岡村重夫、1974年、『地域福祉論』、光生館

○小倉褒二、1966年、「民生委員の『責任』について」、月刊福祉、第４９

巻10号

○沖縄県民生委員協議会連合会・沖縄県社会福祉協議会、1987年『沖縄県

民協15年の歩み』

○香川亀人、1954年、『民生委員の父林市蔵先生伝』、広島県民生委員

連盟

○京都府社会福祉協議会（民生・児童委員活動調査研究委員会、委員長井

岡勉）、1978年、『民生委員制度_その現状分析と提言一」、法律文

化社

○厚生省社会局、1991年、『民生委員児童委員必携第36集民生委員法の
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